
香芝市公告 

 

 下記の事業を実施するに当たり、事業者の公募を行うので、公告する。 

  令和８年 ２月 ４日 

香芝市長 三 橋 和 史       

 

１ 事業の名称 

 香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供事業 

 

２ 事業に関する業務の内容 

  別紙「香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供業務仕様書」に記

載のとおりとする。 

 

３ 事業実施期間 

 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

ただし、当該サービスの利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえた

上で、市と事業者の協議により令和１０年３月３１日までに事業を終了する

ことがある。また、実施期間満了後も、改めて公募等を実施して事業を継続

する可能性がある。なお、市が令和１０年３月３１日までに事業を終了する

場合において、市は、事業の終了により事業者に発生する損害及び事業の継

続により事業者が得られる利益を補償しないものとする。 

 

４ 参加資格 

  別紙「香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供事業の実施に係る

事業者募集要領」に記載のとおりとする。 

 

５ 提出書類受付期限 

 令和８年２月２５日（水）午後５時００分 

 

６ 担当部署 

 香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

所 在 地：〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

 電 話 番 号：０７４５－４４－３３３６ 

 電子メール：hoiku@city.kashiba.lg.jp 
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香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供事業の実施に係る 

事業者募集要領 

 

１ 事業の概要 

⑴ 事業の名称 

  香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供事業 

 ⑵ 事業の目的 

   香芝市立保育所及び認定こども園（以下「市立保育所等」という。）で使

用する午睡用寝具のリース業務を導入し、児童を預ける際に午睡用寝具を

持参する保護者の負担軽減を図る。 

 ⑶ 事業に関する業務の内容 

別紙「香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供業務仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおりとする。 

⑷ 事業実施期間 

  事業実施期間は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までとす

る。 

  ただし、当該サービスの利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえ

た上で、香芝市（以下「市」という。）と事業者が協議して令和１０年３

月３１日までに事業を終了し、又は実施期間満了後も、改めて公募等を実

施して事業を継続する可能性がある。なお、市が令和１０年３月３１日ま

でに事業を終了する場合において、市は、事業の終了により事業者に発生

する損害及び事業の継続により事業者が得られる利益を補償しないものと

する。 

  

２ 参加資格 

  本公募に参加できる者は、次に掲げる事項を満たさなければならない。 

⑴ 公告の日から候補者の決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る

入札参加停止措置要領（平成３０年８月１日施行）による入札参加停止等

の措置を受けていないこと。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当しないこと。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始を

申し立て、若しくは申し立てられた事業者（更生手続開始の決定を受けて
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いる者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定によ

り再生手続開始を申し立て、若しくは申し立てられた事業者（再生手続開

始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑷ 次のアからカまでのいずれにも該当しないこと。  

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全て

の役員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。  

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等をし

たと認められるとき。  

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与する等、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又

は関与していると認められるとき。  

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。  

カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオま

でのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結し

たと認められるとき。 

⑸ 令和７年４月１日時点において、他の地方公共団体の公立保育所等又は

香芝市内にある民間保育施設に通う児童の保護者と直接契約を締結し、午

睡用寝具リース提供業務を提供していること。 

⑹ 本事業の募集要領及び仕様書の内容を遵守できること。 

  

３ 応募に伴う日程 

事   項 日   程 

公告日（募集要領等の

公表） 
令和８年２月４日（水） 

質問書受付期限 令和８年２月１０日（火）午後５時００分 

質問に対する回答期限 令和８年２月１３日（金）午後５時００分 
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提出書類受付期限 令和８年２月２５日（水）午後５時００分 

候補者決定の通知 令和８年３月初旬頃 

サービス提供開始 令和８年４月１日（水） 

 備考 日程は、必要に応じて変更する場合がある。 

 

４ 質問の受付及び回答 

  募集要領及び仕様書の内容に関して質問がある場合は、質問書（様式４）

を期日までに提出すること。 

 ⑴ 提出方法 

   質問書（様式４）に質問事項等を記載し、電子メールに添付して以下の

質問受付期間内に香芝市子ども家庭部保育幼稚園課宛に送信すること。そ

の際、件名を「午睡用寝具リース提供事業に関する質問書」とするととも

に、到達の確認のため、送信後に香芝市子ども家庭部保育幼稚園課まで電

話連絡すること。来訪及び電話による質問は、受け付けない。 

  ア 質問受付期間 

   令和８年２月５日（木）午前８時３０分から令和８年２月１０日（火）

午後５時００分まで 

  イ 提出先 

   香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

   電子メール：hoiku＠city.kashiba.lg.jp 

  ウ 連絡先 

   香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

   電話番号：０７４５－４４－３３３６ 

 ⑵ 質問への回答 

   令和８年２月１３日（金）午後５時００分までに市のホームページに掲

載する。 

 

５ 必要書類の提出 

 ⑴ 参加申込書等 

No 提出書類 部数 
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１ 参加申込書（様式１） １部 

２ 会社概要書（様式２） １部 

３ 
履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本） 

※ 香芝市競争入札参加資格者名簿に未登録の場合に限る。 
１部 

４ 

直近年度の国税（法人税及び消費税）、市町村税の納税証明

書（滞納がないことが確認できること。） 

※ 香芝市競争入札参加者名簿に未登録の場合に限る。 

１部 

 

 ⑵ 企画提案書等 

No 提出書類 部数 

１ 企画提案書表紙（様式３－１） １部 

２ 
企画提案書（参加申込者名をマスキングしたもの）（様式３

－１） 
５部 

３ 企画提案書（様式３－２） ６部 

 

⑶ 企画提案書の規格 

ア Ａ４判（印刷の向きを縦とし、両面印刷とする。）で作成すること。 

イ 図表等の表現の都合上、用紙の方向を一部変更したり、記述を一部縦

書きとしたりすることは差し支えない。また、Ａ３判の図版がある場合

は、横向きで作成することとし、片面印刷でＡ４判に折り込むことで可

とするが、この場合は２ページ分として取り扱うものとする。  

ウ 表紙及び目次を除き、両面で１枚として総枚数２０枚（４０ページ）

以内で作成し、左綴じで提出すること。  

エ 表紙及び目次を除き、各ページに一連のページ番号を付すこと。  

オ フォントは任意とするが、フォントサイズは１０．５ポイント以上と
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すること。ただし、図表や注記等については、この限りでない。  

カ ファイリングには、焼却処分できないファイル（ドッチファイル等）

を利用しないこと。 

キ 企画提案書等は１者１提案とし、２以上の企画提案書等を提出しない

こと。企画提案書に記載する内容は、具体的なものとすること。 

 ⑷ 作成部数 

   ６部（正１部、副５部）作成し、副本は、参加申込者名をマスキングす

ること。 

 ⑸ 留意事項 

  ア 企画提案書は、別紙「企画提案書等評価基準」を参考にして記載する

こと。   

イ 企画提案書は、見やすく分かりやすいものとすること。 

  ウ 企画提案書等に記載のない専門用語を使用する際には、注釈を付ける

などしてその内容が理解できるようにすること。 

エ 仕様書に示していない内容であっても、市にとって有益になると思わ

れる企画については、積極的に提案すること。 

  オ 提出書類に不備がある場合は、訂正を求めるものとする。この場合に

おいて、指示した期限までに訂正がなければ失格とする。なお、提案内

容については、提出後の修正又は追加を一切認めないものとする。 

 ⑹ 提出期限、提出先及び方法 

  ア 提出期限  

   令和８年２月２５日（水）午後５時００分まで 

  イ 提出先   

   香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

   〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

  ウ 提出方法  

持参又は郵送による提出とする。 

  （ア）持参の場合は、事前に電話連絡をした上で、提出期限内に提出する

こと。 

  （イ）郵送の場合は、配達されたことが証明できる方法で、提出期限内に

必着で提出するとともに、到達の確認のため、発送後に香芝市子ども

家庭部保育幼稚園課まで電話連絡すること。 

  エ 連絡先 
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   香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

   電話番号：０７４５－４４－３３３６ 

⑺ 提出書類の取扱い 

ア 提出書類一式に不備又は不足のある場合は、受付できないものとする。 

イ 提出期限後の提出書類の差し替え及び再提出は、原則として認めない

ものとする。 

ウ 提出書類は、一切返却しないものとする。 

エ 提出書類は、審査に必要な範囲で複製できるものとする。また、提出

書類（候補者の決定を受けた者が提出した書類を除く。）は、候補者を

選定する目的以外に使用しないものとする。 

オ 事業に係る情報公開請求があった場合は、提案内容、ノウハウ及び提

案への評価に関する部分を除き、香芝市情報公開条例（平成１２年条例

第２８号）に基づき、提出書類を公開するものとする。 

⑻ 参加申込みの辞退  

必要書類の提出後に参加申込みを取りやめようとする場合は、令和８年

２月２５日（水）午後５時００分までに、辞退届（様式５）に必要事項を

記入の上、持参又は郵送により提出すること。提出方法は、５⑹ウの方法

に準じる。 

 

６ 候補者決定方法 

 ⑴ 企画提案書の評価は、香芝市立保育所等における紙おむつ等定額利用サ

ービス業務事業者選定委員会において行う。参加申込者が提出した企画提

案書等を評価し、最も評価が高い者を候補者に決定する。 

 ⑵ 評価基準は、別紙「企画提案書等評価基準」による。 

 ⑶ 評価結果は、令和８年３月上旬頃に全ての参加申込者に電子メールで通

知するとともに、市のホームページで公表することを予定している。 

なお、審査の経緯は公表しない。 

⑷ 審査結果に対する異議申立ては、受け付けない。 

 

７ 失格事項 

  参加申込者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。また、失格と

なる者を候補者と決定していた場合には、当該決定を取り消すものとする。 

⑴ 候補者の決定日までに参加資格を満たさなくなった場合 
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⑵ 提出書類等に虚偽の記載をした場合 

⑶ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確な場合 

⑷ 公正な選定の執行を害する行為をした場合 

⑸ 募集要領及び仕様書の要件を満たさない場合 

⑹ 提出書類に不備があり、市が指示する期日までに訂正しなかった場合 

⑺ その他市が不正と認める行為があった場合 

 

８ その他 

 ⑴ 本事業に参加するために要する一切の費用は、参加申込者の負担とする。 

 ⑵ 提出された企画提案書の内容は、協定書を締結した際に参加申込者が責

任をもって履行できる内容とすること。  

 ⑶ 不確定要素がある場合であっても、参加申込者の経験及びノウハウを最

大限活用し、具体的かつ実効性のある提案書を提出すること。 

⑷ 提出書類の著作権は、参加申込者に帰属するが、市が評価結果の公表等

に必要な場合には、市は提出書類の著作権を無償で使用できるものとする。 

 

９ 問合せ先 

香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

 所 在 地：〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

 電 話 番 号：０７４５－４４－３３３６ 

電子メール：hoiku＠city.kashiba.lg.jp 
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香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供業務仕様書 

 

１ 事業の名称 

 香芝市立保育所等における午睡用寝具リース提供事業 

 

２ 事業実施期間 

  事業実施期間は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。 

  ただし、当該サービスの利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえた

上で、香芝市（以下「市」という。）と事業者の協議により令和１０年３月

３１日までに事業を終了することがある。また、実施期間満了後も、改めて

公募等を実施して事業を継続する可能性がある。なお、市が令和１０年３月

３１日までに事業を終了する場合において、市は、事業の終了により事業者

に発生する損害及び事業の継続により事業者が得られる利益を補償しないも

のとする。 

  

３ 事業の目的 

香芝市立保育所及び認定こども園（以下「市立保育所等」という。）で使

用する午睡用寝具のリース提供業務を導入し、児童を預ける際に午睡用寝具

を持参する保護者の負担軽減を図る。 

  

４ 事業に関する業務の内容 

⑴ サービスの利用に関する契約 

サービスの利用を希望する児童の保護者は、直接事業者へ申込みを行い、

事業者と直接契約を行うものとする。サービスの利用は、各保護者の任意

とし、サービスの利用に関する契約は、児童１人につき１契約とする。１

月単位で利用及び解約ができることが好ましい。 

なお、市及び市立保育所等は、契約当事者となることはなく、契約の締

結及び解除並びに解約並びに利用料金の徴収等には一切関与しないが、サ

ービスの利用に関する契約の内容は、本仕様書の内容に反しないものでな

ければならない。 

 ⑵ 午睡用寝具リース業務の提供 

事業者は、サービスの利用に関する契約を締結した保護者（以下「契約

者」という。）の児童に対し、市立保育所等で使用する午睡用寝具リース
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業務を提供する。 

なお、午睡用寝具は、敷布団及び掛布団（夏場は、タオルケットとする。）

とし、敷布団にはカバーを付ける。寝具は、週１回程度交換し、事業者に

おいてカバーの洗濯及び装着並びに定期的な布団の殺菌並びにその他付帯

業務を行う。また、各児童が専用で午睡用寝具を使用できるよう、識別す

るための対策を講じる。 

事業者は、契約者の確認ができる資料を市立保育所等に提供し、契約者

に変更がある場合は、遅滞なく市立保育所等に報告する。 

 ⑶ 市立保育所等への午睡用寝具の納品 

午睡用寝具の交換に係る納品及び搬出の日程、時間帯及び場所について

は、事業者と市が協議して定める。 

午睡用寝具が汚れた場合に備えて、利用者が２０人以上の保育所等には

予備の午睡用寝具２組以上、利用者が２０人未満の保育所等には予備の午

睡用寝具１組以上を納品する。 

 ⑷ 午睡用寝具が汚れた場合の対応 

尿、便、吐しゃ物、血液等により午睡用寝具が汚れた場合は、市立保育

所等においては洗浄せず、事業者が速やかに当該市立保育所等から引き取

った上で洗浄済みの清潔な寝具と交換し、又は清潔な寝具との交換時（原

則として週１回程度の定期交換時とする。）に市立保育所等の保育士等が

ビニール袋等に入れて事業者に引き渡すこととする。 

⑸ 契約者からの利用料金の徴収等 

契約者からの利用料金の徴収及び契約者への利用料金の還付は、事業者

が行う。 

⑹ 問合せ対応  

事業者は、サービスに関する保護者や市内保育所等からの問合せについ

て、適切に対応できるよう、相談窓口等を設置することとする。また、サ

ービスに関する苦情や要望には誠実に対応するものとする。  

⑺ 市立保育所等及び保護者への周知 

事業者は、サービスを円滑に導入できるよう、事業開始までに市立保育

所等の保育士等への説明会を実施するとともに、市立保育所等向けの説明

資料及びマニュアル、保護者向けの説明資料及び利用申込書等を作成する

こととする。  

保護者に対しては、サービス開始前に説明資料を配布すること等により、
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本事業の周知を図る。 

 ⑻ 対象となる市立保育所等 

対象となる市立保育所等は、次のとおりとする。なお、各施設に契約者

がある限り、サービスを提供するものとする。 

番号 施 設 名 施 設 の 住 所 

０歳児か

ら４歳児

ま で の 

児 童 数 

１ 若葉保育所 香芝市下田西二丁目６番２７号 １４０人 

２ 五位堂保育所 香芝市五位堂三丁目４６４番地１ １０７人 

３ 二上保育所 香芝市畑四丁目５４５番地 ９９人 

４ みつわ保育所 香芝市良福寺４１９番地 １６３人 

５ 真美ヶ丘保育所 香芝市真美ヶ丘六丁目９番１号 １００人 

６ 
認定こども園 

鎌田幼稚園 
香芝市鎌田３６４番地１ ２４人 

７ 
認定こども園 

下田幼稚園 
香芝市下田西二丁目９番２３号 １７人 

８ 
認定こども園 

真美ヶ丘東幼稚園 
香芝市真美ヶ丘三丁目３番２４号 ３１人 

  備考 

   １ ６、７及び８番の施設は、３歳児、４歳児及び５歳児を受け入れる

認定こども園であり、午睡を行う保育利用（２号認定）の児童数を掲

載している。 

   ２ ０歳児から４歳児までの児童数は、令和８年１月１日現在のもので

ある。 

 

５ その他  

 ⑴ 事業者は、個人情報の管理を適切に行い、万一個人情報等の漏えいが生

じた場合には、直ちに対象者、漏えいした可能性のある情報の内容、想定
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される影響を香芝市子ども家庭部保育幼稚園課に報告し、及び速やかに対

応策を講じるとともに、原因及び改善策を１月以内に報告すること。１月

以内に原因の特定及び改善策を講じることができない場合は、その時点ま

でに判明している情報を１月以内に報告するとともに、原因の特定及び改

善策を講じるまでの間、毎月報告を行うこと。 

 ⑵ サービスの提供に当たって発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために生じた経費は、事業者が負担すること。  

⑶ サービスの提供開始後に、利用料金等サービスの要素となる事項に変更

が生じる場合は、事前に市と協議の上、契約者に通知すること。  

⑷ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めの

ない事項が生じた場合は、必要に応じて市と事業者が協議して定めること。 


